
　消費者が、食品に関する正しい知識と理解を深め、積極的に意見を表明していくことで、行政

や食品関連事業者は、食の安全・安心の確保に関するより良い取組の方向性を見出すことができ

ます。

　ここでは、食品安全基本法、福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例等の関係法令を踏まえ、

消費者の役割に関して、三つの行動指針を示します。

１ 食品の安全性の確保に関する正しい知識の理解

　○　食品に関する安全性の評価や情報に耳を傾け、正しい知識の習得と理解を深める。

　○　食品を取り巻く雑多な情報を読み解き、目的に応じた食品を取捨選択する能力を高める。

２ 行政や食品関連事業者の取組への積極的な意見の表明

　○　行政や食品関連事業者の取組が消費者の視点で効果的に進むように、積極的に意見を表明

する。

３ 正しい知識に基づく衛生的な食生活の実践

　○　自らの生活を自ら守るため、食中毒予防など正しい知識に基づく衛生的な食生活の実践に

努める。

第３ 消費者の役割
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　本基本方針に基づく食の安全・安心の確保に関する施策を推進するため、食の安全・安心の確

保に関する施策を所管する庁内関係局と連携するとともに、消費者、食品関連事業者等と意見交

換を行い、施策へ反映させます。

１ 庁内関係局との連携

　　食の安全・安心の確保に関する施策を所管する庁内関係局との連携を強化するため、「福岡市

食の安全・安心の確保に関する連絡会議※」を設置し、施策を共有し、連携して取り組みます。

２ 消費者、食品関連事業者、学識経験者等との情報・意見交換

　　消費者、食品関連事業者、学識経験者及び行政機関で構成する「福岡市食の安全・安心推進

協議会※」を設置し、食の安全・安心の確保に関する施策についての協議や関係者間の相互理解

促進のための情報及び意見交換を行い、施策に活かします。

　

　本基本方針は、食を取り巻く環境の変化や制度改正等などがあった場合、必要に応じて見直し

を行います。なお、改定がない場合も、最長で 10年が経過した時点で、見直すこととします。

第3章 施策の推進

第１ 推進体制

第２ 基本方針の見直し

保健医療局・市民局・農林水産局・教育委員会

消費者・食品関連事業者・学識経験者・行政機関

福岡市食の安全・安心の確保に関する連絡会議

福岡市食の安全・安心推進協議会

福 岡 市 食 品 安 全 推 進 課

情報共有・連携

施策の策定

協議、情報及び意見交換

【推進体制】


